
観光ナビゲーター※の入場料・観覧料等の減免対応（無料）について

目的・内容
 令和６年度からひろさきガイド学校独自で観光ナビゲーター※の認定制度を実施し、認定制度を受けた受
講生には、初級、中級、上級の認定証を交付している。
 その認定証を所持している観光ナビゲーターの活動の幅を広げることで、観光客による施設の利用促進
や観光消費額の向上につながるため、事前申請を不要とし、減免対応（無料）とするもの。

対象者

弘前観光ナビゲーター（認定証）を所持している
方のみ。 
※ただし、ツアー案内時に限る。

利用イメージ

ツアー案内時、受付にて
認定証を提示

有料の公共施設にて
減免対応を行う

受付で求められた場合、
ツアーの内容が分かるもの
(申込書等)を提示

開始時期

【令和７年10月18日(土)～】
 博物館・高岡の森弘前藩歴史館
【令和７年11月1日(土)～】
 その他8施設

※通訳案内士等の国家資格を持っている方と区別をするため、無資格の方は「ガイド」の名称を使ってはいけないと観光庁より指導があったことから、今後、「観
光ナビゲーター」という名称を使用いたします。



観光ガイドの入場料・観覧料等の減免対応（無料）について
対象施設

施設・設備
減免対象 対象外

No. 施設名 対象課

1 弘前れんが倉庫美術館 文化振興課 美術館観覧料

2 弘前公園 公園緑地課 入園料（本丸・北の郭）

3 弘前城植物園 公園緑地課 入園料

4 藤田記念庭園 公園緑地課 藤田記念庭園入場料
洋館（会議室）、茶室（松風亭）使用
料

5 弥生いこいの広場 公園緑地課 動物広場入場料
ボート、乗馬・馬車、オートキャンプ
場使用料

6 弘前市立郷土文学館 生涯学習課 郷土文学館観覧料

7 旧第五十九銀行本店本館 文化財課 旧第五十九銀行本店本館入館料

8 旧弘前偕行社 文化財課 旧弘前偕行社入館料
１棟貸し・会場・客室(南・北)小集会
所・庭園使用料

9 弘前市立博物館 博物館 博物館観覧料

10 高岡の森弘前藩歴史館 高岡の森弘前藩歴史館 歴史館観覧料


